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平成２５年４月２２日 

関 係 者   各 位 

                                    株 式 会 社 プ ラ ネ ッ ク ス 

東京都中央区銀座８丁目１２番５号  

峯田ビル５階  

銀座 P L U S 総合法律事務 所 

上記代理人  

弁 護 士  臼 坂 富 士 彦 

ＴＥＬ ０３－６２２８－４６１０ 

ＦＡＸ ０３－６２２８－４６１１  

          

経 過 報 告 書 

   

  プラネックス従業員になりすましたブログのうち発信者が未だ特定されてい

ない発信者情報開示請求事件についての判決期日が平成２５年３月２８日にあ

り，当方の主張を認めた判決が４月１３日に確定したため，現在プロバイダー

からの開示を待っている状況です。  

  また，特定済みの違法情報発信者に対する損害賠償請求事件の第３回期日は

５月１５日となりました。上記プロバイダーでの回答結果によっては本訴訟に

新たに判明した発信者に関する情報を資料として追加提出する予定です。  

本件に関し，今後の調査結果及び法的手続きの進展につきまして，当職が責任

をもって引き続きご報告させて頂きます。  

以上  


